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臨
時
財
政
対
策
債
償
還
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
四
月
三
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
お
い
て
、
臨
時
財
政
対
策
債
の
償
還
額
に
相
当
す
る
地
方
交
付
税
が
、
償
還
に
充
当
さ

れ
ず
他
の
目
的
に
使
わ
れ
て
い
た
旨
の
報
道
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

一

臨
時
財
政
対
策
債
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、
地
方
交
付
税
の
算
定
に
お
い
て
臨
時
財
政
対
策
債
の
償
還
の
た
め
に
配

分
さ
れ
た
地
方
交
付
税
の
額
よ
り
も
、
実
際
の
償
還
（
償
還
の
た
め
の
積
立
て
を
含
む
）
に
充
当
さ
れ
た
額
が
少
な
か
っ
た

都
道
府
県
、
政
令
指
定
都
市
の
名
前
、
及
び
そ
の
額
を
答
弁
あ
り
た
い
。

二

そ
の
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
、
同
報
道
で
は
、
総
務
省
自
治
財
政
局
が
「
返
済
の
先
送
り
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
」
と

指
摘
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
政
府
と
し
て
そ
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
る
か
。

三

こ
の
状
態
が
継
続
す
る
場
合
、
後
年
度
、
償
還
額
に
見
合
う
か
た
ち
で
配
分
さ
れ
て
い
る
地
方
交
付
税
よ
り
、
実
際
の
償

還
額
が
多
く
な
る
事
態
が
生
じ
な
い
か
。
具
体
的
な
例
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
説
明
あ
り
た
い
。

四

現
在
、
既
発
行
の
臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
残
高
は
ど
の
程
度
か
。

右
質
問
す
る
。


